
 四日市市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年１０月６日 

四日市市長 田中 俊行 

 

四日市市条例第３７号 

四日市市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例 

四日市市職員の再任用に関する条例（平成１２年四日市市条例第６７号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（消防吏員への適用期日） （消防吏員への適用期日） 

２ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第

１１５号）附則第７条の３第１項第４号

に規定する消防吏員である者（以下「消

防吏員」という。）については、平成１

９年４月１日から、改正法による改正後

の法第２８条の４から第２８条の６ま

で及びこの条例第２条から第４条まで

の規定を適用する。 

２ 地方公務員等共済組合法（昭和３７

年法律第１５２号）附則第１８条の２第

１項第１号に規定する消防吏員である

者（以下「消防吏員」という。）につい

ては、平成１９年４月１日から、改正法

による改正後の法第２８条の４から第

２８条の６まで及びこの条例第２条か

ら第４条までの規定を適用する。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（総務部人事課） 

 


